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税務・財務 ニュース
 

[ 今月のテーマ  ] 

税務・財務に関する情報を使いこなすことができれば、 
より豊かな人生が送れるものと確信しています。 
私どもは、これらの情報をお客様のお役に立てていただければと 
願っております。 
ご自身にどう当てはめたらよいのかをお考えいただき、 
ご不明な点がございましたら、 
一緒に検討させていただきたく存じます。 
税務・財務に関する情報の提供を通じて、お客様の繁栄と、平安に、 
少しでも貢献できればと願います。 

友 弘 正 人 
 

〒651-0087 神戸市中央区御幸通 3丁目 1番 8号 
ライオンズ三宮ビル 2F 

TEL : 078-221-7711    FAX : 078-221-7717 
info@topp.co.jp     https://topp.co.jp 
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～調書提出者をターゲットにした税務調査が増えています︕～ 

「財産債務調書」と「国外財産調書」について 
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１．はじめに 
皆様が確定申告をした際の所得金額や現在お持ちの財産等の額により、財産の種類、数

量、価額など必要事項を記載した「財産債務調書」「国外財産調書」を作成する事が義務
付けられています。 
近年、調書提出者をターゲットにした税務調査が増えている傾向があり、その結果、調

書の作成が不十分なことにより、加算税の割合が加重で追徴されたケースも散見されてい
ます。今回は、再度、提出義務のある方、対象物等を確認していきたいと思います。 

 

２．財産債務調書について 

◆対象者 

所得税の確定申告書を提出する方で、次の１および２のいずれにも該当する方です。 

１ その年分の退職所得を除く各種申告所得金額の合計額が 2,000万円を超えること 

各種所得金額の合計額は、申告分離課税の所得がある場合は、それらの特別控除後
の所得金額の合計額を加算した金額です。ただし、各種繰越控除を受けている場合
は、その適用後の金額で判断します。 

２ その年の 12月 31日においてその価額の合計額が３億円以上の財産を有すること 

（相続開始年に相続または遺贈により取得した財産については、合計額の判定から
除くことができます。） 
ここでいう「財産の価額」とは財産の価額の総額をいい、財産の価額から債務の金
額を差し引いた金額ではありません。 

◆対象物 

その年の 12月 31日において保有する財産及び債務が対象となります（国外に所在す
るものを含みます）。 
財産の「価額」は、その年の 12月 31日における「時価」または時価に準ずるものと

して「見積価額」によることとされています。 

◆申告等の方法 

その年の翌年の３月 15日までに所得税の納税地を所轄する税務署に提出します。 

～調書提出者をターゲットにした税務調査が増えています︕～ 

「財産債務調書」と「国外財産調書」について 
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財産債務調書を提出する場合には、「財産債務調書合計表」を作成し、添付する必要が
あります。 

 

 

 

 

 

 
 

3．国外財産調書について 
◆提出義務者 

その年の 12月 31日において、その価額の合計額が 5,000万円を超える国外財産（相
続開始年に取得した相続国外財産については、その合計額の判定から除くことができま
す。）を有する「非永住者以外の居住者」である方です。 
ここでいう「居住者」および「非永住者」は、所得税法に規定する居住者および非永住

者をいい、居住者であるかどうかの判定は、その年の 12月 31日の現況により判定しま
す。 
所得税法に規定する「居住者」とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて 1

年以上居所を有する個人をいい、「非永住者」とは、居住者のうち、日本国籍を有してお
らず、かつ、過去 10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が 5
年以下である個人をいいます。 

◆対象物 

その年の 12月 31日において保有する国外財産が対象となります。 
国外財産とは、「国外にある財産をいう」とされ、「国外にある」かどうかの判定は、

財産の種類ごとに、その年の 12月 31日の現況で行います。 
また、国外財産の「価額」は、その年の 12月 31日における「時価」または時価に準

ずるものとして「見積価額」によることとされており、その邦貨換算は、同日における
「外国為替の売買相場」によることとされています。 

◆申告等の方法 

その年の翌年の 3月 15日までに、所得税の確定申告をする必要がある方は、その納税
地を所轄する税務署に、所得税の確定申告をする必要がない方は、住所地（国内に住所が
ない場合は居所地）を所轄する税務署に提出します。 
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国外財産調書を提出する場合には、「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要が
あります。 
 
 
 
 
 
 
 

 

４．過少申告加算税等の軽減措置及び加重措置について 
◆各調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置 

各調書の提出を提出期限内に提出した場合には、調書に記載がある財産又は債務に係る
所得税等・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その財産又は債務に係る過少申告
加算税または無申告加算税（以下「過少申告加算税等」といいます。）が 5パーセント軽
減されます。 

例：過少申告加算税 通常 10％→軽減適用後５％ 

◆各調書の提出等がない場合の過少申告加算税等の加重措置 

各調書の提出が提出期限内にない場合または提出期限内に提出された各調書に記載すべ
き財産又は債務の記載がない場合（重要なものの記載が不十分であると認められる場合を
含みます。）に、その財産又は債務に関して所得税等・相続税の申告漏れ（死亡した方に
係るものを除きます。）が生じたときは、その債権または債務に係る過少申告加算税等が
5パーセント加重されます。 

例：過少申告加算税 通常 10％→加重適用後 15％ 
 

５．最後に 
調書の作成段階においては、税額に直接影響しないため、提出しなくても特に問題な

い、内容も大まかな数字でいいと重要視されていない方もいらっしゃるかもしれません。 
しかし、調査で指摘された際に余計な加算税を払わされるといったケースにもなりかね

ません。 
財産の種類によっては時価評価を要するものもありますので、調書の提出義務があるか

の判定も含め、ご自身の財産状況を確実に弊社担当者に伝えていただければと思います。 

執筆者 鞆 明彦 


